
４2017　１/13 号　

所得税・町県民税の申告が始まります 申告期限　３月15日（水）
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光
税
務
署
で
は
、
次
の
と
お
り
申
告
会

場
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

◇
期
間

　

2
月
16
日
（
木
）
～
3
月
15
日
（
水
）

※
土
日
を
除
く

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
相
談
は
午
後
５
時
ま
で
）

◇
場
所　

光
税
務
署

　
（
光
市
虹
ヶ
浜
３
‐
10
‐
１
）

■
特
別
復
興
所
得
税
の
記
載
漏
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま
で
、

復
興
特
別
所
得
税
（
原
則
と
し
て
各
年

分
の
所
得
税
の
２
．
１
％
）
を
所
得
税

と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

「
復
興
特
別
所
得
税
額
」
欄
の
記
載
漏

れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
還
付
申
告
の
人
を
含
め
、
申
告
さ
れ

る
全
て
の
人
に
つ
い
て
、
記
載
が
必
要

と
な
り
ま
す
。）

　

平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
書
、
平
成
29

年
度
の
町
県
民
税
申
告
書
に
は
、
個
人
番

号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
を
記
載
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
告
書

を
提
出
す
る
際
に
は
本
人
確
認
（
番
号
確

認
と
身
元
確
認
）
書
類
の
提
示
ま
た
は
写

し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
書
に
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が

必
要
と
な
り
ま
し
た

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
だ
け
で
本

人
確
認
が
可
能
で
す
。（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
「
通
知
カ
ー
ド
」
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。）

※
所
得
税
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
ご
自

宅
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
行
う
場

合
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写

し
の
提
出
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て

■
申
告
書
の
作
成
は
、
簡
単
で
便
利
な

「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
！

　

確
定
申
告
期
間
中
の
申
告
会
場
は
、
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
は
ご
自

分
で
作
成
さ
れ
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ま
た
は

郵
送
な
ど
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
し
、

書
面
で
提
出
す
る
場
合
に
は
、
①
税
務

署
に
出
向
く
必
要
な
し
、
②
い
つ
で
も

利
用
可
能
、
③
自
動
で
税
額
を
計
算
、

④
前
年
デ
ー
タ
が
利
用
可
能
と
い
っ
た

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

※
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
と
は
…

　

税
務
署
に
出
か
け
る
こ
と
な
く
、
自
宅

や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
な
ど
か

ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
申

告
・
申
請
・
届
出
な
ど
が
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
告

で
き
、
還
付
書
類
提
出
の
省
略
や
還
付

が
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w

.e-tax.nta.go.jp

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○マイナンバーカードをお持ちの人
　マイナンバーカードだけで本人確認（番号

確認と身元確認）が可能です。
　ご自宅などから e-Tax で送信すれば、本人確

認書類の提示または写しの提出が不要です。

○マイナンバーカードをお持ちでない人
　番号確認書類と身元確認書類が必要です。
　【番号確認書類（いずれか１つ）】
　・通知カード
　・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
　　（マイナンバーの記載があるものに限る）
　【身元確認書類（いずれか１つ）】
　・運転免許証
　・公的医療保険の被保険者証
　・パスポート
　・身体障害者手帳
　・在留カード　　　　　　　など
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◇
申
告
が
必
要
な
人

・
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
本
町

に
在
住
す
る
人

・
平
成
28
年
中
に
、
農
業
や
営
業
、

不
動
産
、
配
当
、
譲
渡
な
ど
で
収

入
が
あ
っ
た
人

　
（
確
定
申
告
を
し
た
人
は
除
く
）

・
年
末
調
整
済
の
給
与
所
得
以
外
の

収
入
が
あ
っ
た
人

※
年
末
調
整
済
給
与
以
外
の
所
得

の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
場
合

は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要

で
す
。
20
万
円
以
下
の
場
合
は
、

確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。

・
収
入
が
公
的
年
金
、
恩
給
（
遺
族

年
金
を
除
く
）
の
み
で
、
年
金
の

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
た
も
の

以
外
の
控
除
を
受
け
ら
れ
る
人

・
病
気
や
失
業
、
学
生
な
ど
で
、
収

入
が
な
か
っ
た
人

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

は
、
原
則
と
し
て
、
町
県
民
税
の

申
告
は
不
要
で
す
。

◇
申
告
会
場
な
ど

　

町
県
民
税
の
申
告
は
、
右
表
の
日

程
で
受
け
付
け
ま
す
。
ご
自
分
の
自

治
会
の
申
告
相
談
日
時
・
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
都
合
の
つ
か
な
い
人
は
、

２
月
16
日（
木
）か
ら
３
月
15
日（
水
）

ま
で
に
町
役
場
１
階
会
議
室
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い（
土
日
を
除
く
）。

◇
申
告
に
必
要
な
も
の

・
申
告
書
が
届
い
た
人
は
、
必
ず
そ
の

「
申
告
書
」

・
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

番
号
確
認
と
身
元
確
認
が
で
き
る

も
の
）ま
た
は
そ
の
写
し

・
印
鑑
（
認
印
可
）
お
よ
び
金
融
機
関

の
口
座
番
号
の
分
か
る
も
の

・
電
卓
・
ボ
ー
ル
ペ
ン

・
給
与
、
年
金
な
ど
の
あ
る
人
は
「
源

泉
徴
収
票
」

・
営
業
や
不
動
産
な
ど
の
事
業
を
し

て
い
る
人
は「
平
成
28
年
中
の
収
入
・

支
払
い
の
分
か
る
収
支
計
算
書
や

領
収
書
な
ど
」

・
医
療
費
控
除
は
「
支
払
っ
た
医
療
費

の
領
収
書
・
保
険
な
ど
で
補
填
さ

れ
る
金
額
の
明
細
書
」

・ 

生
命
保
険
料
控
除
は
「
生
命
保
険

料
、
個
人
年
金
保
険
料
お
よ
び
介

護
医
療
保
険
料
の
支
払
証
明
書
」

・
地
震
保
険
料
控
除
は「
支
払
保
険
料

の
証
明
書
」

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
は「
登
記

簿
謄
本
、
住
民
票
の
写
し
、
売
買

契
約
書
、
住
宅
取
得
資
金
の
借
入

金
の
年
末
残
高
証
明
書
な
ど
」

・
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
る
人
は
「
保
険
支
払
証
明

書
」

・
国
民
年
金
を
支
払
っ
て
い
る
人
は

「
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
」

・
障
が
い
の
あ
る
人
や
勤
労
学
生
に
該

当
す
る
人
は「
証
明
す
る
書
類
」

・
要
介
護
認
定
高
齢
者
（
65
歳
以
上
）

に
係
る
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
健
康
保

険
課
が
発
行
す
る「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
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月日 時間 申告対象自治会 申告会場

2/20
（月）

  9:30 ～ 11:30 竹尾・大国木・真殿・中西 西田布施
公民館13:30 ～ 15:30 岸田団地・西田布施・矢蔵

2/21
（火）

  9:30 ～ 11:30
土井の内・塩坪・波野団地
( 北・南 )・雇用促進・上ゲ
八和田・配原・由免

東田布施
公民館

13:30 ～ 15:30 大波野中・大波野上

2/22
（水）

  9:30 ～ 11:30 助政・井神・地家・蓮輪
浜城・泊団地・麻郷団地 麻郷

公民館
13:30 ～ 16:00 旭・高塔・鳥越・八海

2/23
（木）

  9:30 ～ 11:30 奈良・竹重・三宅 麻郷
福祉会館13:30 ～ 16:00 新川・尾迫

2/24
（金） 14:00 ～ 15:00 馬島 馬島

集会所

2/27
（月） 13:30 ～ 15:30 郷東・市明 小行司

分館

2/28
（火）

  9:30 ～ 11:30 宿井・新宿井 (1・2)・石の口
吉井・城南・瓜迫 城南

公民館
13:30 ～ 16:00 西山・葛岡・川西・大田

3/1
（水）

  9:30 ～ 11:30 戎ヶ下・尾津 ( 東・中・西 )
見田団地 麻里府

公民館
13:30 ～ 15:30 中郷・上組

3/2
（木）

  9:30 ～ 11:30 天神・新町・本町・砂田
定井手・瀬戸 役場１階

会議室
13:30 ～ 16:00 中央南・名倉・石迫・長田

3/3
（金）

  9:30 ～ 11:30 波野市・祇園・寿
一本松・長合 役場１階

会議室
13:30 ～ 16:00 御蔵戸・平田・木地・きじが丘

※
税
務
課
職
員
の
多
く
は
申
告
会
場

に
出
向
く
た
め
、
町
役
場
１
階
会
議

室
は
少
人
数
で
の
対
応
に
な
り
ま

す
。
な
る
べ
く
、
対
象
自
治
会
の
申

告
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
申
告
会
場
で
は
所
得
税
の
確
定

申
告
も
受
け
付
け
ま
す
が
、
農
業

（
白
色
申
告
）
以
外
の
事
業
所
得
や

不
動
産
所
得
、
譲
渡
所
得
の
あ
る
人

は
税
務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
に
つ
い
て


